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第 １ 章  総 則 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、表記委託に適用する。 

 

２ 用語の定義 

この仕様書において使用する用語は、次に定めるところによる。 

⑴ 指示とは、総括監督員、主任監督員又は担当監督員（以下「監督員」という。）が受注者に対し、その委託業

務の遂行に必要な事項について書面又は口頭にて、実施させることをいう。 

⑵ 承諾とは、受注者の報告又は提案事項について、監督員が同意することをいう。 

⑶ 協議とは、監督員と受注者が対等の立場で合意することをいう。 

⑷ 設計図書とは、仕様書・内訳書・添付図面を総称していう。 

 

３ 委託業務の履行 

本委託は設計図書により、監督員の指示に従い、正確に業務を履行しなければならない。 

 

４ 疑義の確認 

本仕様書に明記されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、監督員と協議の上定める。 

 

５ 法規の遵守 

受注者は委託業務に当たり、次の各号に掲げる法令その他関係諸法規を遵守して委託を安全かつ円滑に施行し、

その適用及び運用は受注者の責任において行なわなければならない。 

⑴ 京都市上下水道局契約規程 ⑸ 建設業法 

⑵ 労働基準法 ⑹ 建築基準法 

⑶ 労働安全衛生法 ⑺ 電気事業法 

⑷ 下水道法 ⑻ その他関係法令、例規等 

 

６ 書類の提出 

受注者は、工事関係書類を遅滞なく提出しなければならない。 

なお、様式及び提出部数については、監督員の指示によるものとする。また、契約後、区分紙を挿入した提出書

類用ファイルを作成し、速やかに提出すること。 

 

７ 現場代理人等 

⑴ 受注者又は当局の承諾を得た代理人は、委託期間中現場に常駐して指揮に当たらなければならない。ただし、

現場代理人の委託現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員との連絡体制が確保さ

れると認めた場合には、常駐を要しないこととすることができる。 

⑵ 現場代理人等を不適当と認めるときは、これを交代させることがある。 

 

８ 適用規格 

委託の適用規格は次の各号のとおりとする。 

⑴ 日本産業規格(JIS) ⑸ 日本電機工業会標準規格(JEM) 

⑵ 日本下水道協会規格(JSWAS) ⑹ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 

⑶ 日本水道協会規格(JWWA) ⑺ 電気設備に関する技術基準 

⑷ 機械学会設計基準 ⑻ その他関係規格及び基準 

 

９ 励行及び厳禁 

受注者は、場内の立入禁止･火気厳禁･使用禁止等の指定場所施設における指示事項等を厳守するように、従事者

を指導管理しなければならない。 

 

１０ 指示・承諾 

次の各号に挙げる事項については、すべて監督員の指示又は承諾を受けなければならない。 

⑴ 委託の施行順序・方法・工程 ⑶ 既設の機器設備の運転・停止に関すること 
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⑵ 委託に使用する仮設物 

１１ 関係監督官庁への許認可申請等 

⑴ 法令で定められた関係監督官庁への許認可申請等の手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。 

⑵ 関係監督官庁、その他の者に対し交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を監督員に申し

出て、その指示に従わなければならない。 

 

１２ 納入材料及び機器 

⑴ 委託業務において納入する材料及び機器は、すべて未使用の製品を用いること。品質又は品名等が明示されて

いないものを納入するときは、監督員の承諾を受けなければならない。 

⑵ 委託現場に納入する材料及び機器は、すべて監督員の確認を受けること。この手続を怠り、監督員が不適当と

認めたときは、使用後であってもこれを適当品と取り替えなければならない。 

 

１３ 電力及び雑用水 

委託業務に必要な電力及び雑用水は、場内の別に指定する位置より支給する。ただし、支給を受けるに当たって、

受注者は監督員の指示に従わなければならない。指示に反するときは、当局は支給を止めることができる。 

 

１４ 既設構造物の保護 

委託業務に当たって、受注者は地上及び地下の既設物その他に支障を及ぼさないように、防護措置をとらなけれ

ばならない。 

 

１５ 運搬及び保管 

⑴ 破損等のないように入念に荷造りし、発着後の整理保管には十分に注意を払うこと。 

⑵ 各種材料機器の発送に当たっては、発送人名と受取るべき受注者名及び表記委託名を明確に記し、荷受に当た

っては受注者が責任をもって処置すること。荷受すべき受注者不在のときは原則として日時を改めるものとする。 

なお、下請人が直接発送するときは、必ず受注者名を明記すること。 

 

１６ 委託現場発生品 

受注者は、委託業務によって生じた現場発生品（発注者への返納品等）について、現場発生品の調書を作成し、

監督員に提出しなければならない。 

 

１７ 建設副産物の適正処理について 

発生品のうち、産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、受注者が責任を持って合

法的に廃棄処分すること。当該廃棄物については、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストを

発行し、廃棄処理が適正に行われていることを確認するとともに、そのＡ票、Ｂ２票、Ｄ票等の写しを監督員に提

出すること。 

なお、管理票は委託完了後から、５年間保存しなければならない。 

 

１８ 安全管理 

⑴ 受注者は委託業務に関する公衆災害、交通事故、労働災害、物件損傷その他の事故等の発生を未然に防止する

ため、必要かつ十分な安全管理の措置を講じること。 

⑵ 受注者は委託業務に当たり、安全管理に関する諸法規及び関係通達等を遵守のうえ、安全で円滑な施行を図り、

適宜必要に応じて、地下埋設物・酸素欠乏症・火災・感電・墜落・爆発等の事故防止に努めなければならない。 

⑶ 受注者は、委託業務の安全施行の確保に必要かつ十分な安全管理体制を組織すること。 

⑷ 受注者は自己の従業員はもちろんのこと、下請関係者等を含めた委託業務関係者全員に安全管理について周知

徹底させること。 

⑸ 受注者は、委託作業中における事故防止のため、現場内の整理整頓、保安設備の設置等を行い万全を期するこ

と。 

⑹ 受注者は、事故防止に備えて、標示・標識・ロープ・保安柵・注意灯・酸素欠乏測定器等、その他緊急時に必

要な器具、機器及び資材等を常備しておくこと。 

 

１９ 受注者の負担 

次の各号に要する費用は、受注者の負担とする。 

⑴ 軽易な事項で、設計図書に明記されていなくても、施行上並びに完了後の運転維持管理上欠くことのできない
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材料及び作業 

⑵ 各検査・試験及び写真撮影 

⑶ 委託の手直し、又は過誤使用により生じる材料及び労力 

⑷ 現場事務所・材料倉庫その他の仮設物の設置並びに撤去 

⑸ 委託期間中の安全管理施設や材料の運搬搬入並びに管理 

⑹ 関係監督官庁への許認可申請等の事務等に要する費用 

 

２０ 施設停止及び他委託等との競合 

受注者は委託業務に当たって、処理施設の停止を必要とする場合は、綿密な計画を立て、最短の停止期間で施行

すること。また、他委託等と競合する場合は監督員が施行期間の指定をする場合がある。 

 

２１ 段階確認 

受注者は、試運転時及びその他監督員が求める施工段階において、段階確認を受けなければならない。 

 

２２ 完了検査 

⑴ 委託業務が完了すれば、受注者は直ちに現場内を清掃整理のうえ、下検査を行った後、当局の完了検査を受け

なければならない。 

⑵ 完了検査に当たって、監督員の指示がある場合は受注者が立ち会うこと。 

⑶ 検査の結果、不合格の箇所があったとき、受注者は監督員の指示する期間内に手直しを完了しなければならな

い。 

 

２３ 保証・契約不適合 

⑴ 完了検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、委託目的物に欠陥・不備が発見された

ときは、当局が指定する期間内に、受注者の負担において補修を行わなければならない。 

なお、当該個所は補修後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。上記の期間を越え

る場合においても、受注者はその契約不適合責任を免れることはできない。 

⑵ 受注者が前項に規定する義務を履行しないときは、当局は受注者の負担において、第三者にこれを履行させる

ことができる。 

 

２４ 損害補償 

受注者は材料等の現場搬入時、又は施行時に既設構造物、機器、道路等を損傷した場合、及び第三者に損害を与

えた場合は、復旧又は賠償の責任を負うこと。 

 

２５ 委託写真 

受注者は、検査の資料となる記録写真（カラー）を作業前、作業中、作業後等、進行状況に応じて作業工程ごと

に撮影し、完成後、説明などを書き添えて、写真帳に整理すること。 

カメラは、銀塩カメラ又はデジタルカメラとする。 

写真の大きさは、サービスサイズ（カラー）を標準とする。 

写真帳はＡ４版を標準とし、表紙には契約年度、委託件名、受注者名、期間等を記入する。 

デジタルカメラの写真を印刷する場合は、Ａ４版の上質紙とし、銀塩カメラの写真に比べて著しく劣ることのな

い画質であること、また、通常の使用条件のもとで５年間程度劣化が生じないものであることとする。 

 

２６ 雑則 

⑴ 受注者は委託業務に当たって、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等を使用する場合は、

その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

⑵ 本仕様書の第２章以降及び内訳書、添付図面に記載された事項は、本仕様書の第１章に優先する。 

⑶ 水環境保全センターにおいて環境マネジメントシステムを運用していることに鑑み、受注者は環境に配慮した

委託業務に努めなければならない。 

⑷ 受注者は委託業務に当たっては、可能な限り本市に本店を有する事業者から資材及び労務等の調達に努めるこ

と。 
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第２章 細  則 
 
１ 業務委託概要 

本委託は、住吉ポンプ場他１９か所の場内環境保全の一環として、樹木の剪定、除草、 
薬剤散布等により場内の美観を保つために行うものである。 

 
２ 業務委託場所 
 （１） 住吉ポンプ場                伏見区北端町地内 
 （２） 西京極ポンプ場（公園部及び場外部分含む）  南区吉祥院流作町地内 
 （３） 砂川ポンプ場                伏見区竹田中島町地内  
 （４） 旧砂川ポンプ場（場外部分含む）       伏見区竹田中島町地内 
 （５） 池田ポンプ場（場外部分含む）        伏見区醍醐大構町地内 
 （６） 久世ポンプ場                南区久世東土川町地内 
 （７） 桃山ポンプ場                伏見区桃山町西尾地内  
 （８） 向島ポンプ場                伏見区向島二ノ丸町地内 
 （９） 羽束師ポンプ場               伏見区羽束師古川町地内 
 （10） 和泉ポンプ場                伏見区桃山町大島地内 
 （11） 桂ポンプ場                 西京区桂清水町地内 
 （12） 淀ポンプ場                 伏見区納所大野地内 
 （13） 有栖川ポンプ場               右京区嵯峨野東田町地内 
 （14） 七瀬川ポンプ場               伏見区深草泓ノ壺町地内 
 （15） 加賀屋敷ポンプ場              伏見区深草加賀屋敷町地内 
 （16） 桃山南ポンプ場               伏見区桃山町大島地内  
 （17） 川田川ポンプ場               南区上鳥羽塔ノ森柴東町地内 
 （18） 江川ポンプ場（場外部分含む）        南区上鳥羽塔ノ森上河原地内 
 （19） 十九軒ポンプ場               伏見区深草十九軒町地内 
 （20） 伏見幹線排水ポンプ場            伏見区深草五反田町地内 
 
３ 業務委託期間 

令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日までとする。 
 
４ 提出書類 

受注者は、【別紙】委託提出書類一覧に記載されている書類を提出すること。 
 
５ 作業日、作業時間、作業時期 

本委託の作業時間は、原則として土、日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く平日の８時３０分

から１７時までとする。各作業の時期は、天候及び樹木、植物等の育成状況を考慮し、最大の効

果が期待できるよう監督員と協議の上、進めるものとする。 
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６ 作業計画 
 （１）作業計画書の作成 

受注者は、作業着手に先立ち、作業計画書を速やかに作成し、提出すること。 
 なお、作業に変更が生じた場合は、当該作業の着手前に監督員と協議すること。また、受注者

は、監督員が指示した事項については、さらに詳細な作業計画を提出すること。 
 （２）造園工事業に係る主任技術者を選任で１名以上配置し、作業は熟練した造園工により実施する

こと。 
 
７ 管理作業 

（１）剪定及び整枝 
ア 剪定、整枝は、樹木のもつ自然樹形を基本とし、樹木固有の美しさを保つように行うこと。

また、樹種の特性を理解の上、種々の制約条件に応じて最も適切な方法と時期により行うこと。 
イ 樹高が高くなり、枝が横に大きく広がる樹種は、維持する樹木の大きさや形状に配慮するこ

と。 
ウ 中低木、生垣、寄植等については、整形を基本とし、人工的な美しさを保つように行うこと。 
エ 樹木が次の状況またはそれに近い状況にある場合は、監督員と協議の上、剪定・整枝を行う

こと。 
(ア) 枯れ枝や折れて落下する恐れのある枝、人や車両に接触する恐れのある低い枝等（危険枝） 
(イ) 枝、葉等が敷地境界を越えて民有地や道路に進入しているとき（支障枝） 
(ウ) 照明灯の光を、枝、葉等が著しく阻害しているとき（支障枝） 
(エ) 架空電線、電話線に樹木の枝、葉等が接近しているとき（支障枝） 
(オ) 維持管理作業等に、枝、葉等が阻害しているとき（支障枝） 
(カ) 病害虫に侵され、治療や駆除が出来ない枝（病害虫枝） 
(キ) 樹冠，樹形の維持や、樹冠内の通風や採光の支障となっており生育上不必要な枝（不要枝） 

オ 剪定は、年 1 回を基本とするが、次の施設の樹木については、年 2 回とすること。 
(ア)  住吉ポンプ場（カイズカイブキ） 
(イ)  池田ポンプ場（トウネズミモチ） 
(ウ)  向島ポンプ場（生垣：ネズミモチ） 
(エ)  羽束師ポンプ場（キョウチクトウ） 
(オ)  砂川ポンプ場（生垣：ピラカンサ） 
(カ)  西京極ポンプ場（トウネズミモチ・生垣：シラカシ・寄植：ヒラドツツジ） 
(キ)  久世ポンプ場（生垣：レッドロビン） 

（２）芝刈・除草等 
ア 芝刈については、機械刈を原則とするが、寄植の間等の狭少部分については、手刈りとする。

また、樹木、施設等を損傷しないように注意し、刈りむら、刈り残しのないように均一に刈り

こむこと。 
イ 除草については、草刈り機、その他の器具を用いて地際より丁寧に刈り取るものとする。ま

た、樹木、地被類等を傷つけないように注意し、人、車両、施設等に損傷を与えないよう作業

箇所及びその周辺の安全確保に留意すること。 
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ウ 芝刈り及び除草作業においては、刈草等が敷地の外へ飛散することがないよう養生するとと

もに、作業後直ちに刈草等を運搬処理すること。 
エ 芝刈又は除草は、年２回を基本とするが、次の施設については、別途行うこと。 

(ア)  住吉、池田、久世、羽束師、西京極、和泉、砂川（旧砂川含む）、向島、桂ポンプ場に 
ついては、年３回実施すること。 

(イ)  池田ポンプ場においては、場外のバイパスゲートフェンス内部の除草、折戸樋門廻り 
と河川敷の一部の除草及び池田ポンプ場排水樋門操作ハンドル廻りの枝払いも行うこと。 

(ウ)  西京極ポンプ場においては、西京極１号幹線排水樋門廻りの除草も行うこと。 
(エ)  江川ポンプ場においては、環境政策局側からの越境枝の剪定及び江川排水樋門廻りの除草

も行うこと。 
(オ)  旧砂川ポンプ場においては、北側及び公園側からの越境枝を剪定すること。また、水路廻

りの雑草や雑木の処理を行うこと。 
(カ)  伏見幹線排水ポンプ場の除草１回目は５月中旬に行うこと。 
(キ)  住吉、和泉、桂ポンプ場においては、上記と別に樋門廻りの除草を年 1 回行うこと。時期

については、監督員と協議のうえ決定すること。 
（３）施肥 

ア 施肥は年１回、配合固形肥料等により適切な時期（寒肥とする）に行うものとし、生育状態

により必要があれば追肥を行うこと。 
イ 施肥は、樹木、生垣、芝に適合する肥料にて最大限の効果を発揮するよう行うこと。 
ウ 施肥を行う樹木等は、別紙のとおりとする。 

（４）防除 
ア 薬剤散布は、樹木の病気予防、害虫の駆除、芝生内除草等を目的として年１回行うこと。 
イ 薬剤散布は、各々の目的にあった薬剤にて行うこと。 
ウ 使用する薬剤及び施工方法については、事前に監督員の承諾を得ること。 
エ 散布作業は、樹木に対し、あらゆる方向から適量かつむらなく散布すること。 
オ 散布するときは、人畜・建築物・車両等に影響を及ぼさないように注意すること。 
カ 薬剤散布を行う樹木等は、別紙のとおりとする。 

 （５）植樹調査工 
ア 点検調査 

受注者は、樹木等の生育状況を把握し、病害虫や損傷箇所の早期発見や敷地外への枝の張り 
出し、落葉の散乱状況等を把握するために、毎月１回以上点検し監督員に報告すること。 
病害虫の剪定駆除や簡易な雑草対策、落葉等の清掃は、その都度実施すること。また、台風や

集中豪雨、地震発生、病害虫が大量発生した場合などには、必要に応じて特別に巡回点検を実

施し、監督員に点検結果を報告すること。被害等が発見された場合には、迅速に監督員に連絡

を行い、適切な処置を行うこと。 
   イ 植樹調査 
     受注者は、業務完了前に樹木台帳と現地の照合を行い、樹木配置図及び数量一覧表を作成 

すること。樹木の育成状態を点検し、緑化状況を把握すると同時に、今後の維持管理のための 
資料とするため、施設別に植樹台帳を作成すること。 
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     （ア）植樹調査内容 
        施設別に、樹木毎の樹木名、樹木規格、支柱形式、数量（本数、株数、面積）、概略位

置、生育状況を調査すること。また、枯木及び樹木欠損箇所の状況調査を行い、資料作

成を行うこと。調査内容の詳細については、監督員と協議の上、実施するものとする。 
（イ）植樹台帳の整理 
   受注者は業務完了の前に植樹台帳を整理し、提出すること。 

植栽管理図  既存の管理図の修正及び整理を行うこと。 
植樹台帳   樹木名、樹木規格、支柱形式、生育状況、枯木及び欠損木、管理履歴

について、調査及び既存資料をもとに整理を行うこと。 
             なお、記載内容等の詳細については、監督員と協議を行うこと。 

     （ウ）管理計画 
        作成した管理台帳を基に、翌年度以降の管理作業について監督員と協議を行う。 
 （６）剪定枝及び刈草の再資源化について 
    ア 本業務で発生した資源化可能な剪定枝及び刈草については、京都市の一般廃棄物処分業の

許可をもつ再資源化施設（リサイクル施設）に搬出すること。 
    イ 本業務により排出される剪定枝及び刈草は、次に示す受入れ場所に搬出するものとするが、 
     搬出に当たっては受入れ業者と事前に調整を行うこと。また、当該内容の変更については監

督員と協議のうえ、その指示に従うものとする。 
      なお、受注者の提案により搬出先を変更する場合は、搬出先を提示し、適切な処分が行わ

れているか確認する。 
一般廃棄物 受入れ場所 備考 
 剪定枝 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2  
 刈草  京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2  
ウ 収集において異物が混入しないように注意すること。 
エ 剪定、芝刈り等で発生する枝葉等は、全て受注者において処分すること。 

 （７）履行確認について 
    ア 受注者は、各工種別の作業着手前及び完了毎に監督員へ報告し、必要に応じて監督員が 
     現場確認を行う。 
    イ 受注者は、使用する肥料や防除剤等の仕様を監督員に報告し、承諾を得ること。監督員 
     は肥料や防除剤等の使用状況を確認する場合がある。 
 
８ その他の留意事項 

（１）西京極ポンプ場については、ケヤキ 5 本を樹高 5m 程度で植樹管理を行うものとする。また、

北側公園の樹木等の管理作業も行うものとする。 
なお、殺虫剤散布時期は８月上旬頃とし、近隣住宅（約１５戸）にお知らせの配布等の周知を

行うこと。実施日及び作業方法等については、監督員と協議の上実施すること。 
（２）樹木の添木等で取替補修の必要なものは、適時行うこと。 
（３）除草を実施しないポンプ場においても、巡回点検時に雑草の除去及び清掃を行うこと。 
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（４）肥料、消毒薬剤等について、使用量の確認ができる写真資料等の作成を行い、監督員と協議を

行うこと。 
（５）本植樹管理の作業は、熟練した造園工が行うこと。 
（６）処分量に大幅な増減が生じた場合は、変更を行うものとする。 
（７）その他、各作業方法については、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室が所管する

建築保全業務共通仕様書（令和５年度版）を標準とする。 

 

【別紙】 委託提出書類一覧（必須） 
工程 名    称 部数 

契約 

締結後 

1 工程表 1 部 

2 現場代理人等通知書 1 部 

3 現場代理人等経歴書 1 部 

4 労働災害補償保険の加入証明書の写し又は労働災害補償保険成立証明願 1 部 

着手・ 

施行中 
1 日報 1 部 

完了時 

1 完了通知書 2 部 

2 請求書 1 部 

3 完成図書 又は 報告書 2 部 

4 委託写真 1 部 

 
委託提出書類一覧（必要により提出） 

工程 名    称 部数 

契約 

締結後 

1 請負代金内訳書 1 部 

2 産業廃棄物処理契約書及び許可書の写し 1 部 

3 産業廃棄物運搬契約書及び許可書の写し 1 部 

4 再委託承諾申請書 1 部 

着手・ 

施行中 

1 承諾図書（承諾申請書） 2 部 

2 支給品受領書・貸与物品借用書 1 部 

3 打合簿 2 部 

完了時 

1 返還書 1 部 

2 現場発生品調書 1 部 

3 引渡書 1 部 

4 取扱説明書 2 部 

その他 

1 請求書 1 部 

2 口座振替依頼書 1 部 

3 部分検査請求書 3 部 

4 部分出来高（請求）内訳書 3 部 

5 その他監督員の指示するもの 必要部数 



 



ポンプ場 植樹配置図・植樹数量表

ポンプ施設事務所
令和８年4月





 

住吉ポンプ場

123 ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ

126 ｲﾁｼﾞｸ

124 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

位 置 図

1

赤池

1 

2 

22

21 

凡例

高木
中低木
寄植・生垣

125 ﾊﾅｽﾞｵｳ

127 

128 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

129 ｲﾁｼﾞｸ

130 ｲﾁｼﾞｸ

131 ｲﾁｼﾞｸ

132 ｸｽﾉｷ

133 ｸｽﾉｷ
135 ﾑｸｹﾞ

138 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

145 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

154 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

180 ﾊﾅｽﾞｵｳ

179 ﾊﾅｽﾞｵｳ

178 ﾊﾅｽﾞｵｳ

172 ｾﾝﾀﾞﾝ157 ﾂｹﾞ

158 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

156 ﾂｹﾞ

87 

122 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

121

120 ｱｼﾞｻｲ

119 ｱｼﾞｻｲ

10

４

15

17 

16 

18 

13

14

11

12 

20

19 

44 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

●

●

●●

●
●

●

159 ﾂｹﾞ

155 ﾂｹﾞ

141 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

134 ｸｽﾉｷ
136 ﾑｸｹﾞ

152 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

142 ｸｽﾉｷ

137 ｱﾗｶｼ

●

●

●

116 ﾊﾅｽﾞｵｳ

117

118

144 ﾊﾅｽﾞｵｳ

146 ｱﾗｶｼ

147 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

148 ﾊﾅｽﾞｵｳ

149 

150 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

153 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

43 ﾓｯｺｸ

42 ﾓｯｺｸ

38 ﾋﾞﾜ撤去

37 ﾋﾞﾜ撤去

36 撤去

35 ﾋﾞﾜ

40 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

151 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

139 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

140 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

88 ﾂｹﾞ

89 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

90 ﾂｹ

93 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

94 ﾂｹﾞ

101 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

102 ﾂｹﾞ

103 ﾂｹﾞ

104 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

105ﾂｹﾞ

114 ﾂｹﾞ

113 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

112 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

111 ﾂｹﾞ

110 ﾂｹ

109 ﾂｹﾞ

108 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

107 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

91 ｻﾂｷﾂﾂｼ

92 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

95 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

96 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

98 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

99 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

100 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

86 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

85 ﾂｹﾞ

84 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

83

82 

81 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

80 ﾂｹﾞ

78 

76 ﾂｹﾞ

79 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

77 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

75 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

74

72 ﾂｹﾞ

71 

70 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

69 ﾂｹﾞ

65 ﾂｹﾞ

61 ﾂｹﾞ

168 ﾂｹﾞ

169 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
170 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

171 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

161 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
162 ﾂｹﾞ

163 ｻﾂｷﾂﾂｼ1゙65 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

164 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

166 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

167 ﾂｹﾞ

24 ﾅﾝﾃﾝ

25 ﾅﾝﾃﾝ

28 )29 ﾅﾝﾃﾝ30 ﾅﾝﾃﾝ

31 ﾅﾝﾃﾝ

32 ｳﾒ

33 ｱｼﾞｻｲ

34 ﾊﾅｽﾞｵｳ

27 ｴﾉｷ

26 

23 
39 キンカン撤去

41 

45 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

46 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
47 

48 

49ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

50 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

51 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

52 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

53 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

54 

55 

56

57 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

58 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

59 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

60 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

62 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

63 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

66 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

67 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

68 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

73

64 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

97 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

106 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

115 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

143 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

160 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

7 

8 

3

9 

6

5

174 ﾊﾅｽﾞｵｳ

175 ﾊﾅｽﾞｵｳ

173 ﾊﾅｽﾞｵｳ

177 

176 ﾊﾅｽﾞｵｳ

181



西京極ポンプ場
位 置 図

八条通

凡例

高木
中低木
寄植・生垣

●

●

●

●

●

●

●

128 ｶﾜﾔﾅｷﾞ

8 ｸｽﾉｷ

118 ｼﾗｶｼ

32 ｻｸﾗ

126 ｻﾝｺﾞｼﾞｭ

134 ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ

38 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

6 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

95 ﾋｲﾗｷﾞ

97 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

39 ﾋﾉｷ

146 ﾓﾓ 1 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

107 ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

16 ｼﾗｶｼ

2 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

108 ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

106 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

3 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

4 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

5 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

7 根株 10 ｸｽﾉｷ

11 ｹﾔｷ
9 ｹﾔｷ

12 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

13 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ14 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ15 

123 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

114 ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

115 ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

122 ｹﾔｷ

117 ｹﾔｷ

119 ｼﾗｶｼ

120 ｼﾗｶｼ

121 ｼﾗｶｼ

112 ｼﾗｶｼ

110 ｼﾗｶｼ

111 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

109 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

113 ｹﾔｷ

105 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

104 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

101 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

99 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

96 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

92 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

94 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ90 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

88 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

86 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

84 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

82 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

80 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

78 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

75 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

73 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

71 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

69 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

65 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

63 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

61 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

59 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

68 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

55 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

53 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

51 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

50 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

48 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

46 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

43 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

40 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

125 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

124 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

29 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
28 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

93 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

91 ﾋｲﾗｷﾞ

89 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

87 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

85 ﾋｲﾗｷﾞ

83 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

81 ﾋｲﾗｷﾞ

79 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

77 ﾋｲﾗｷﾞ

74 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

72 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

76 ﾋｲﾗｷﾞ

70 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

67 ﾋｲﾗｷﾞ

66 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

64 ﾋｲﾗｷﾞ

62 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

60 ﾋｲﾗｷﾞ

58 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

42 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

44 ﾋｲﾗｷﾞ

45 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

47 ﾋｲﾗｷﾞ

49 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

41 ﾋﾉｷ

37 ﾋﾉｷ

36 ﾋﾉｷ

35 ﾋﾉｷ

34 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

33 ｼﾗｶｼ

31 ｻｸﾗ

30 ｻｸﾗ
148 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

150 ｻｸﾗ

149 ｻｸﾗ

147 ｻｸﾗ

145 ｻｸﾗ

144 ｻｸﾗ

135 ｻｸﾗ

136 ｻｸﾗ

137 ｻｸﾗ

138 ｻｸﾗ

143 ｻｸﾗ

142 ｻｸﾗ

141 ｻｸﾗ
139 ｻｸﾗ

140 ｻｸﾗ

27 ｻｸﾗ

17 ｻｸﾗ

26 ｻｸﾗ

25 ｸｽﾉｷ

23 ｻｸﾗ 21 ｻｸﾗ

24 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

22 ｻｸﾗ 20 ｼﾗｶｼ

19 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

18 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

127 ｶﾜﾔﾅｷﾞ

132 ｻﾝｺﾞｼﾞｭ

131 ｻﾝｺﾞｼﾞｭ

130 ｶﾜﾔﾅｷﾞ

133 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

129

102 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

103 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

100 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

98 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

57 ﾋｲﾗｷﾞ

56 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

54 ﾋｲﾗｷﾞ

52 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

116 ﾊﾅﾐｽﾞｷ



砂川ポンプ場 凡例

高木
中低木
寄植・生垣

位 置 図

竹田久保町

24

w

●

●

●

67 ｻｸﾗ

87 ｷﾝﾓｸｾｲ

4 ｸｽﾉｷ

10 ｸｽﾉｷ

57 ﾔﾅｷﾞ

100 ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ

101 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

1 ﾆｼｷｷﾞ

95 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

17 ﾋﾟﾗｶﾝｻ

2 ｸｽﾉｷ

3 ｸｽﾉｷ

5 ｸｽﾉｷ

6 ｸｽﾉｷ

7 ｸｽﾉｷ

8 ｸｽﾉｷ

9 ｸｽﾉｷ

18 ﾓｯｺｸ

19 ﾓｯｺｸ

20 ﾓｯｺｸ

21 ﾓｯｺｸ

22 ﾓｯｺｸ

23 ﾓｯｺｸ

24 ﾓｯｺｸ

25 根株
26 ﾓｯｺｸ

27 ﾓｯｺｸ28 ﾓｯｺｸ

29 ﾓｯｺｸ

30 ﾓｯｺｸ31 ﾓｯｺｸ

32 ﾓｯｺｸ

33 ﾓｯｺｸ

34 ﾓｯｺｸ
35 ﾓｯｺｸ

36 ﾓｯｺｸ

37 ﾓｯｺｸ

99 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

98 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

97 

96

93 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

94 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

38 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

39 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

40 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

41 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

42 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

43 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

44 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

45 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

53 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ54 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ55 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

46 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

47 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

48 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

85ｸｽﾉｷ

83 ｷﾝﾓｸｾｲ

121

84ｸｽﾉｷ

82

81

80

79ｾｲﾖｳｶﾅﾒﾓﾁ

78

77

76

75

74

73

72 ｷﾝﾓｸｾｲ
71 ｷﾝﾓｸｾｲ

70 ｷﾝﾓｸｾｲ

69 ｷﾝﾓｸｾｲ

68 ｷﾝﾓｸｾｲ

65 ｷﾝﾓｸｾｲ

64 ｷﾝﾓｸｾｲ

63 ｷﾝﾓｸｾｲ

62 ｷﾝﾓｸｾｲ

61 ｷﾝﾓｸｾｲ

60 ｷﾝﾓｸｾｲ

88 ｸｽﾉｷ

●

92 ﾋﾟﾗｶﾝｻ

90 ﾋﾟﾗｶﾝｻ

11 ﾆｼｷｷﾞ

12 ﾆｼｷｷﾞ

13 ﾆｼｷｷﾞ

14 ﾆｼｷｷﾞ

16 ﾆｼｷｷﾞ

15 ﾆｼｷｷﾞ

51 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

49 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

50 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

59 ｻｸﾗ

56 ﾆｼｼｷﾞ

66 ﾋﾟﾗｶﾝｻ

89 ﾆｼｷｷﾞ

52 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

58 ｷﾝﾓｸｾｲ

91

86ｸｽﾉｷ

112ｻｻﾞﾝｶ
113

114

109ｻｻﾞﾝｶ

108

107

118

116

110ｻｻﾞﾝｶ

115

111

119ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

102ﾄﾍﾞﾗﾞ
103ｸﾁﾅｼ

104ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
105ｸﾁﾅｼ

106ｸﾁﾅｼ

117ｻｻﾞﾝｶ

120ｱﾍﾞﾘｱ

126ｱﾍﾞﾘｱ

122ｱﾍﾞﾘｱ

123ｱﾍﾞﾘｱ

124ｱﾍﾞﾘｱ

125ｱﾍﾞﾘｱ

127ｱﾍﾞﾘｱ
128ｱﾍﾞﾘｱ

129ｱﾍﾞﾘｱ
130ｱﾍﾞﾘｱ



旧砂川ポンプ場
位 置 図

竹田久保町

凡例

高木
中低木
寄植・生垣 24除草のみ



池田ポンプ場
位 置 図

醍醐高畑

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

●

●

●

●

●●

9 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

11 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

13 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

15 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

17 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

19 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

21 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

23 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

25 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ(枯損木)

27 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

29 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ

10 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

12 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

14 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

16 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

18 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

20 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

22 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

24 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

26 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

28 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

30 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

31 ｱﾗｶｼ

32 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

40 ｹﾔｷ

37 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

41 ｱﾗｶｼ

43 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
42 ﾏｻｷ

44 ｶﾅﾒﾓﾁ

45 ｹﾔｷ

46 ｱﾗｶｼ

47 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ

51 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ52 ｹﾔｷ

53 ｻｸﾗ

55 ｻｸﾗ

57 ｻｸﾗ

59 ｻｸﾗ

61 ｻｸﾗ

63 ｻｸﾗ

65 ｻｸﾗ

67 ｻｸﾗ

69 ｻｸﾗ

71 ｻｸﾗ

73 ｻｸﾗ

76 ｻｸﾗ

77 ｻｸﾗ

75 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

74 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

72 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

70 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

68 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

66 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

64 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

62 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

60 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

58 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

56 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

54 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

83 ｷﾝﾓｸｾｲ

82 ｷﾝﾓｸｾｲ

81 ｷﾝﾓｸｾｲ

78 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

79 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
80 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

84 ｷﾝﾓｸｾｲ

85 ｷﾝﾓｸｾｲ

86 ｷﾝﾓｸｾｲ

87 ｷﾝﾓｸｾｲ

88 ｷﾝﾓｸｾｲ

89 ｷﾝﾓｸｾｲ

90 ｷﾝﾓｸｾｲ

91 

92 ｺﾌﾞｼ

93 ｺﾌﾞｼ

94 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

95 ｺﾌﾞｼ

96 ｺﾌﾞｼ

97 ｸﾁﾅｼ

98 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ

99 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

100 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

101

103

104 根株

106 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

107 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

108 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

109 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

110 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

111 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

113 ﾓｯｺｸ

112 ﾓｯｺｸ

114 ﾓｯｺｸ

115 ﾋｲﾗｷﾞ

116 ﾋｲﾗｷﾞ

117 ﾋｲﾗｷﾞ

118 ﾋｲﾗｷﾞ

119 ﾋｲﾗｷﾞ

121 ﾋｲﾗｷﾞ

122 

123

124 ﾂﾊﾞｷ

125根株

126 ﾂﾊﾞｷ

127 ﾂﾊﾞｷ

128 ｻｸﾗﾝﾎﾞ

129 ﾏﾔﾓﾓ

130 ｹﾔｷ

133 ｷﾝﾓｸｾｲ

132 ｷﾝﾓｸｾｲ

131 ｷﾝﾓｸｾｲ

134 ｸﾛﾏﾂ

33 ﾏｻｷ

34 

35 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ

36 

39 ｱﾗｶｼ

48 

49 ｶﾅﾒﾓﾁ50 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

38 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ

120 ﾋｲﾗｷﾞ

102 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ105 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

136 ｻｸﾗ

138 ｻｸﾗ

139 ｻｸﾗ

135ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

137ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ

140ヒラドツツジﾞ

管ﾊﾟｲﾌﾟの周辺強剪定



久世ポンプ場
位 置 図

東土川

171凡例

高木
中低木
寄植・生垣

1 ﾔﾏﾓﾓ

26 ｲﾌﾞｷ

14 ｸﾁﾅｼ
24 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

12 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

38 ﾄﾍﾞﾗ

9 ｻｻﾞﾝｶ

10 ﾂﾊﾞｷ

7 ﾚｯﾄﾞﾛﾋﾞﾝ

●

2 ﾔﾏﾓﾓ

3 ﾔﾏﾓﾓ

4 ﾔﾏﾓﾓ

5 ﾔﾏﾓﾓ

6 ﾔﾏﾓﾓ

●

●

●

●

8 ﾚｯﾄﾞﾛﾋﾞﾝ

11 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

13 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

15 ｸﾁﾅｼ

16 ｸﾁﾅｼ

17 ｸﾁﾅｼ

18 ｸﾁﾅｼ

21 ｸﾁﾅｼ

19 ｸﾁﾅｼ

22 ｸﾁﾅｼ

23 ｸﾁﾅｼ 25 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

27 ｲﾌﾞｷ

28 ｲﾌﾞｷ

29 ｲﾌﾞｷ

30 ｲﾌﾞｷ

31 ｲﾌﾞｷ

32 ｲﾌﾞｷ

33 ｲﾌﾞｷ

34 ｲﾌﾞｷ

35 ｲﾌﾞｷ 36 ｲﾌﾞｷ 37 ｲﾌﾞｷ

20 ｸﾁﾅｼ

9 



桃山ポンプ場
位 置 図

桃山西尾

六地蔵奈良町

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

1 ﾓｯｺｸ

2 ﾓｯｺｸ

3 ｷﾝﾓｸｾｲ

4 ｷﾝﾓｸｾｲ

5 ｷﾝﾓｸｾｲ

6 ﾓｯｺｸ

7 ﾓｯｺｸ

8 ｷﾝﾓｸｾｲ

9 ｷﾝﾓｸｾｲ

10 ｷﾝﾓｸｾｲ

11 ｸﾁﾅｼ12 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

13 ｸﾁﾅｼ

14 ｸﾁﾅｼ

15 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

16 ｷﾝﾓｸｾｲ

17 ｷﾝﾓｸｾｲ

18 ｷﾝﾓｸｾｲ

19 ｷﾝﾓｸｾｲ

20

21 ｻｻﾞﾝｶ

23 ｻｻﾞﾝｶ

25 ｻｻﾞﾝｶ

27 ｻｻﾞﾝｶ

29

31

33 ｻｻﾞﾝｶ

22

24 ｷﾝﾓｸｾｲ

26 ｷﾝﾓｸｾｲ

28 ｷﾝﾓｸｾｲ

30 ｷﾝﾓｸｾｲ

32 ｷﾝﾓｸｾｲ

34 ｷﾝﾓｸｾｲ

35 ｻｻﾞﾝｶ

37 ｻｻﾞﾝｶ

39 ｻｻﾞﾝｶ

41 ｻｻﾞﾝｶ

36 ｷﾝﾓｸｾｲ
38 ｷﾝﾓｸｾｲ

40 ｷﾝﾓｸｾｲ



向島ポンプ場
位 置 図

向島テニスコート

24

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

21 ｱﾗｶｼ

19 ｸｽﾉｷ

13 ｹﾔｷ

4 ｻｻﾞﾝｶ

23 ｼﾗｶｼ

1 ﾂﾊﾞｷ

2 ﾓｯｺｸ

22 ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ

14 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

24 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

25 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ

●

●
●

●

3 ﾓｯｺｸ

5

6 ｻｻﾞﾝｶ

8 ｻｻﾞﾝｶ

7 ｻｻﾞﾝｶ

9 ｻｻﾞﾝｶ

10 ｻｻﾞﾝｶ

15 ｸｽﾉｷ

12 ｹﾔｷ

11 ｹﾔｷ

20 ﾂﾊﾞｷ

18 ｸｽﾉｷ
17 ｱﾗｶｼ

16 ｹﾔｷ



羽束師ポンプ場
位 置 図

西
羽
束
師
川

樋爪口

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

電柱

43 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

4 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

5 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

19 ﾕｽﾞﾘﾊ

3 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

23 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

69 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

6 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

7 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

9 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

35 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

11 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

33 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

31 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

8 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

32 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

36 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

10 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

34 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

37 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

39 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

41 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

38 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

40 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

42 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

44 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

45 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

46 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

48 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

50 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

52 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

22 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

53 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

54 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

55 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

56 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

57 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

59 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

60 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

62 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

63 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

64 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

65 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

66 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

67 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

68 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

77 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

75 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

73 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

71 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

76 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

74 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

72 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

70 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

21 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

24 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

25 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

26

27 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

28 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

30 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

29 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

16 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

15 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ14 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

20 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

17 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ

58 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

1 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

2 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

12 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

13 ﾋﾗﾁﾞﾂﾂｼﾞ

18 

47

4951

61



　

公 園
（公園管理課）

和泉ポンプ場
位 置 図

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

47 ｱﾍﾞﾘｱ 1 ｱﾍﾞﾘｱ

2 ｱﾍﾞﾘｱ

3 ｱﾍﾞﾘｱ

6 ｱﾍﾞﾘｱ

4 ｱﾍﾞﾘｱ

8 ｱﾍﾞﾘｱ

9 ｱﾍﾞﾘｱ

5

7 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

37 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

12

10 ｸｽﾉｷ(枯損木)

11 ｷﾝﾓｸｾｲ

18

13

14 ﾓｯｺｸ
17 根株

19 ｸｽﾉｷ

20

21 ﾓｯｺｸ

22 ｱﾍﾞﾘｱ

23 ｱﾍﾞﾘｱ

25 ｱﾍﾞﾘｱ

24 ｱﾍﾞﾘｱ

45 ｻｻﾞﾝｶ

38

41 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

36 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

32 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

34 ｷﾝﾓｸｾｲ

30

31

28 

26 ｷﾝﾓｸｾｲ

52 ｷﾝﾓｸｾｲ

48 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

49 ﾓｯｺｸ

50 ﾔﾏﾎﾞｳｼ

53 ｸｽﾉｷ

51 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

15 ｸｽﾉｷ

55

54 ｷﾝﾓｸｾｲ

16 ﾔﾏﾎﾞｳｼ

●

●

●

●

46

39 

42

29

33 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

44

43

40

35 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

27 



桂ポンプ場
位 置 図

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

3

1 

105 ｼﾗｶｼ

104 ｼﾗｶｼ

103 ｼﾗｶｼ

102 ｼﾗｶｼ

101

100 ｼﾗｶｼ

99 ｼﾗｶｼ

98 ｼﾗｶｼ

97ｼﾗｶｼ

96 ｼﾗｶｼ

95 ｼﾗｶｼ

93 ｼﾗｶｼ

91 ｼﾗｶｼ

89 ｼﾗｶｼ
88 ｼﾗｶｼ

87 ｼﾗｶｼ

86 ｼﾗｶｼ

85 ｼﾗｶｼ

84 ｼﾗｶｼ

83 ｼﾗｶｼ

94 ｼﾗｶｼ

92 ｼﾗｶｼ

90 ｼﾗｶｼ

82 ｼﾗｶｼ

80 ｼﾗｶｼ

76 ｼﾗｶｼ

71 ｼﾗｶｼ

81 ｼﾗｶｼ

79 ｼﾗｶｼ

78 ｼﾗｶｼ

77 ｼﾗｶｼ

75 ｼﾗｶｼ

74 ｼﾗｶｼ

73 ｼﾗｶｼ

72 ｼﾗｶｼ

70 ｼﾗｶｼ

69 ｼﾗｶｼ

68 ｼﾗｶｼ

67 ｼﾗｶｼ

66 ｼﾗｶｼ

65 ｼﾗｶｼ

64 ｼﾗｶｼ

63 ｼﾗｶｼ

62 ｼﾗｶｼ

61 ｼﾗｶｼ

60 ｼﾗｶｼ

59 ｼﾗｶｼ

58 ｼﾗｶｼ

57 ｼﾗｶｼ

56 ｼﾗｶｼ

54 ｼﾗｶｼ

53 ｼﾗｶｼ 52 ｼﾗｶｼ 49 ｼﾗｶｼ

55 ｼﾗｶｼ

50 ｼﾗｶｼ

51 ｼﾗｶｼ

48 ｼﾗｶｼ

47 ｼﾗｶｼ

46 ｼﾗｶｼ

45 ｼﾗｶｼ

44 ｼﾗｶｼ

42 ｼﾗｶｼ

41 ｼﾗｶｼ

39 ｼﾗｶｼ

38 ｼﾗｶｼ

37 ｼﾗｶｼ

36 ｼﾗｶｼ

35 ｼﾗｶｼ

34 ｼﾗｶｼ

33 ｼﾗｶｼ

32 ｼﾗｶｼ

31 ｼﾗｶｼ

30 ｼﾗｶｼ

29 ｼﾗｶｼ

28 ｼﾗｶｼ

27 ｼﾗｶｼ
26 ｼﾗｶｼ

24 ｼﾗｶｼ

25 ｼﾗｶｼ

23 ｼﾗｶｼ

22 ｼﾗｶｼ

21 ｼﾗｶｼ

20 ﾂﾊﾞｷ

19 ｸｽﾉｷ

18 ｸｽﾉｷ

2

4 

5

106 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

107 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

108 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

109 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

110 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

112 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

111 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

122 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

123 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

120 ｼﾗｶｼ

118 ｼﾗｶｼ

117 ｼﾗｶｼ

119 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

116 ﾂﾊﾞｷ

115ｸｽﾉｷ

113 ｼﾗｶｼ

114 ｼﾗｶｼ

6 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

7 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

8 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

9 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

10 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

11 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

12 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

13 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

43 ｸｽﾉｷ

40 ｸｽﾉｷ

14 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

15 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

16 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

17 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

124 ﾂﾊﾞｷ

126ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ

127ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ

129 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ

125 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ

130ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ

128ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼ121



淀ポンプ場
位 置 図

京都競馬場駐車場

凡例

高木
中低木
寄植・生垣

2 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

1 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

4 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

6 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

8 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

5 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

7 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

17 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

28 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

3 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

10 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

9 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

30 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

22 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

11 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

12 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

13 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

14 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

15 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

16 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

18 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

19 ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ

20 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

21 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

23 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

24 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

26 ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ

25 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

27 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

29 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ

31 ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ

32 ﾂｹﾞ

33 ﾂｹﾞ



有栖川ポンプ場
位 置 図

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

1 

2

3 ｱﾍﾞﾘｱ

4 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 5 ｱﾍﾞﾘｱ

6 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

7 ｱﾍﾞﾘｱ

8 ｶﾅﾒ

9 ｶﾅﾒ

10 ｶﾅﾒ

11 ｶﾅﾒ

12 ｶﾅﾒ

13 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ

14 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ

15 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

16 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

17 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

18 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

19 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

20 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

21 ｷｮｳﾁｸﾄｳ

有 栖 川

●



七瀬川ポンプ場
位 置 図

竹
田
街
道

24

24

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

9 ｻｻﾞﾝｶ

2 ﾋﾍﾟﾘｶﾑ

3

1 ﾋﾍﾟﾘｶﾑ

11 ｱﾗｶｼ

10 ｱﾗｶｼ

5 ﾓﾐｼﾞ
4 ｻｻﾞﾝｶ

8 ｻｻﾞﾝｶ

7 ｻｻﾞﾝｶ

12 ｱﾗｶｼ

13 ｸﾁﾅｼ

6 ｻｻﾞﾝｶ



加賀屋敷ポンプ場
位 置 図

竹
田
街
道

24

24凡例

高木
中低木

寄植・生垣

1 ﾊﾅﾐｽﾞｷ

2 ﾓｯｺｸ

4 ﾋﾍﾟﾘｶﾑ

3 ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ



桃山南ポンプ場
位 置 図

桃山南小学校

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

43 ｻｻﾞﾝｶ

39

40 

1 ｻｻﾞﾝｶ

2 ｻｻﾞﾝｶ

3 ｻｻﾞﾝｶ

4 ｻｻﾞﾝｶ

41 

42 

5 ｻｻﾞﾝｶ

6 ｻｻﾞﾝｶ

71 ｻｻﾞﾝｶ

8 ｻｻﾞﾝｶ

44 ｻｻﾞﾝｶ

45 ｻｻﾞﾝｶ

46 ｻｻﾞﾝｶ

47 ｻｻﾞﾝｶ

9 ｻｻﾞﾝｶ

48 ｻｻﾞﾝｶ

10 ｻｻﾞﾝｶ

17 ｻｻﾞﾝｶ

22 ｻｻﾞﾝｶ

23 ｻｻﾞﾝｶ24 ｻｻﾞﾝｶ
25

26
27 ｻｻﾞﾝｶ

28 ｻｻﾞﾝｶ

30ｻｻﾞﾝｶ

31ｻｻﾞﾝｶ

32ｻｻﾞﾝｶ

62 ｻｻﾞﾝｶ

33 ｻｻﾞﾝｶ

34 ｻｻﾞﾝｶ

35 ｻｻﾞﾝｶ

36ｻｻﾞﾝｶ

37 ｻｻﾞﾝｶ

38ｻｻﾞﾝｶ

49ｻｻﾞﾝｶ

50

11ｻｻﾞﾝｶ

12ｻｻﾞﾝｶ

51ｻｻﾞﾝｶ

52ｻｻﾞﾝｶ

53ｻｻﾞﾝｶ

54ｻｻﾞﾝｶ

55ｻｻﾞﾝｶ

56 ｻｻﾞﾝｶ

13 ｻｻﾞﾝｶ

57 ｻｻﾞﾝｶ

14 ｻｻﾞﾝｶ

58 ｻｻﾞﾝｶ

15 ｻｻﾞﾝｶ

16 ｻｻﾞﾝｶ

18 ｻｻﾞﾝｶ

19 ｻｻﾞﾝｶ

59ｻｻﾞﾝｶ
60 

20 ｻｻﾞﾝｶ

21 ｻｻﾞﾝｶ

29ｻｻﾞﾝｶ

63

64 

65 

66 ｻｻﾞﾝｶ

67 

68
61 



川田川ポンプ場
位 置 図

凡例

高木
中低木

寄植・生垣

1 

除草のみ



越境樹木

越境樹木

越境樹木

越境樹木

江川ポンプ場
位 置 図

国
道
一
号
線

凡例

高木
中低木

寄植・生垣



十九軒ポンプ場
位 置 図

藤の森橋

凡例

高木
中低木

寄植・生垣除草のみ



伏見幹線排水ポンプ場 位 置 図

名神高速道路

凡例

高木
中低木
寄植・生垣

京都市南部
みどり管理事務所

竹田出橋

伏見幹線排水ポンプ

伏見幹線排水ポンプ場

除草のみ



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｾﾝﾀﾞﾝ 1 1
ｱﾗｶｼ 2 2
ｸｽﾉｷ 1 1

小計 4 4
ｸｽﾉｷ 3 3

ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ 1 1

小計 4 4

ｷｮｳﾁｸﾄｳ 1 1
ﾓｯｺｸ 2 2
ﾊﾅｽﾞｵｳ 3 3 3

ﾋﾞﾜ 1 1 1 1

小計 7 7 4 1
ﾊﾅｽﾞｵｳ 10 10 10
ﾑｸｹﾞ 2 2 2

ｳﾒ 1 1 1
ｱｼﾞｻｲ 1 1 1
ﾅﾝﾃﾝ 5 5 5
ｴﾉｷ 1 1

1
ｲﾁｼﾞｸ 4 4 4 4

小計 24 24 24 4

ｱｼﾞｻｲ 2 2 2
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 2 2 2

小計 4 4 4
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 155.3 310.6 ２回実施

小計 155.3 310.6
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 49.36 49.4 49.4
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 15.72 15.7
ﾂｹﾞ 9.91 9.9

ﾊｸﾁｮｳｹﾞ 8.68 8.7 8.7
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 7.47 7.5 7.5

小計 91.14 91.2 65.6
873 2619 ３回実施

樋門廻り 173 173 1回実施

小計 1046 2792
数量　計 4 4 4 24 7 310.6 91.2 4 24 4 65.6 4 1 2792

高木

高木

ｈ≧200

100≦h＜200

住吉

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

防除

芝刈
h≧200 C=60-100 C＜60

高木 中低木
h≧300

h＜100 100≦h＜200

除草

機械 人力

剪定

除草

寄植

生垣

中低木(円筒形)

ｈ＜100

高木 (冬期)
施肥

伐採抜根

ポンプ場

C＜60

C≧60

h≧200

中低木
種別 形状 樹種 数量

h≧300
h＜100 100≦h＜200

中低木



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｸｽﾉｷ 2 2
ｹﾔｷ 5 5
ｻｸﾗ 20 20 20 20
ｼﾗｶｼ 2 2

ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 1 1 1 1
ﾓﾓ 1 1 1 1

小計 31 31 22 22
ﾊﾅﾐｽﾞｷ 3 3 3
ｻｸﾗ 3 3 3 3
ｼﾗｶｼ 6 6
ｸｽﾉｷ 1 1
ﾋﾉｷ 5 5

小計 18 18 6 3
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 11 22 2回実施

ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 9 9
ﾋｲﾗｷﾞ 2 2
ｶﾜﾔﾅｷﾞ 3 3
ｻﾝｺﾞｼﾞｭ 1 1

小計 26 37
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 1 2 2回実施

ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 8 8
ﾋｲﾗｷﾞ 11 11
ｻﾝｺﾞｼﾞｭ 2 2

小計 22 23
ｻﾝｺﾞｼﾞｭ

小計
ｼﾗｶｼ 103.2 206.4 2回実施 103.2

小計 103.2 206.4 103.2
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 661.85 1323.7 ２回実施 661.9
ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ 13.77 13.8

小計 675.62 1337.5 661.9
1558 4674 ３回実施

樋門廻り 40 120 ３回実施
小計 1598 4794

数量　計 18 31 23 37 206.4 1337.5 6 22 661.9 3 22 103.2 4794

寄植

除草

除草

機械 人力
数量

剪定 防除

C=60-100 C＜60100≦h＜200

芝刈
高木

施肥
伐採抜根

西京極

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

中低木 高木 中低木 高木

100≦h＜200
h≧300

h＜100 h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種
中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

h≧200



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｸｽﾉｷ 10 10
ｻｸﾗ 2 2 2 2
ﾔﾅｷﾞ 1 1
越境樹木 5 5

小計 18 18 2 2
ﾓｯｺｸ 19 19

ｸｽﾉｷ 3 3 3

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ
小計 22 22 3

ｷﾝﾓｸｾｲ 9 9 9

小計 9 9 9
ｷﾝﾓｸｾｲ 5 5 5
越境樹木 4 4
ｻｻﾞﾝｶ 4 4 4

小計 13 13 9

小計
ﾆｼｼｷﾞ 84 84
ﾋﾟﾗｶﾝｻ 73.26 146.5 2回実施

小計 157.26 230.5
ﾆｼｼｷﾞ 18.51 18.5
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 131.73 131.7 131.7
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 121.49 121.5 121.5

ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ 1.52 1.5 1.5
ﾄﾍﾞﾗ 6 6 6
ｸﾁﾅｼ 22.26 22.3 22.3
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 11.76 11.8 11.8
セイヨウカナメモチ 7.8 7.8 7.8
ｱﾍﾞﾘｱ 7.56 7.6 7.6

小計 328.6 328.7 310.2
917 2751 3回実施

旧砂川 288 864 3回実施

小計 1205 3615
数量　計 22 18 13 9 230.5 328.7 3 2 9 9 310.2 2 3615

施肥
伐採抜根

除草

機械 人力
高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60

剪定

ポンプ場 種別 樹種

防除

C=60-100
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

C＜60

形状 数量
高木 中低木

芝刈
h＜100 100≦h＜200 h≧200 C＜60

砂川
（旧砂
川）

ｈ＜100

生垣

寄植

除草



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｹﾔｷ 4 4
ｱﾗｶｼ 2 2
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 3 3
ｻｸﾗ 13 13 13 13
ｻｸﾗﾝﾎﾞ 1 1 1 1

小計 23 23 14 14
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ 11 11
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 2 2
ｱﾗｶｼ 2 2
ｺﾌﾞｼ 4 4 4
ﾓｯｺｸ 3 3

ﾔﾏﾓﾓ 1 1
ｸﾛﾏﾂ 1 1
ｻｸﾗ 3 3 3 3

小計 27 27 7 3
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 23 46 2回実施

ｷﾝﾓｸｾｲ 8 8 8
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 2 2
ﾋｲﾗｷﾞ 3 3
ﾂﾊﾞｷ 3 3 3 3

小計 39 62 11 3
ｶﾅﾒﾓﾁ 1 1
ﾏｻｷ 2 2
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 6 6
ﾋｲﾗｷﾞ 4 4
ｷﾝﾓｸｾｲ 5 5

小計 18 18

小計

小計
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 3 3 3
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 66.33 66.3
ｻﾂｷ 6.53 6.5 6.5
ｸﾁﾅｼ 27.6 27.6 27.6

小計 103.46 103.4 37.1
2412 7236 3回実施

樋門廻り 130 390 3回実施
小計 2542 7626

数量　計 27 23 18 62 103.4 7 14 11 37.1 3 14 3 7626

施肥
伐採抜根

除草

機械 人力
高木 中低木
h≧300

h＜100

中低木

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

池田

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

剪定 防除

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ﾔﾏﾓﾓ 2 2

小計 2 2
ﾔﾏﾓﾓ 4 4

小計 4 4

小計

小計

小計
ﾚｯﾄﾞﾛﾋﾞﾝ 79.82 159.6 2回実施

ｻｻﾞﾝｶ 60.5 60.5 60.5 60.5
ﾂﾊﾞｷ 109 109 109 109

小計 249.32 329.1 169.5 169.5
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 3 3 3
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 15.08 15.1
ｸﾁﾅｼ 17.18 17.2 17.2
ｻﾂｷ 37.6 37.6 37.6
ｲﾌﾞｷ 10 10.1
ﾄﾍﾞﾗ 7.36 7.4

小計 90.22 90.38 57.8
720 2160 3回実施

小計 720 2160
数量　計 4 2 329.1 90.38 169.5 57.8 169.5 2160

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
ﾓｯｺｸ 4 4

小計 4 4

小計
ｷﾝﾓｸｾｲ 19 19 21
ｻｻﾞﾝｶ 9 9 10 10

小計 28 28 31 10

小計

小計
ｸﾁﾅｼ 8.9 8.9 8.9
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 6.2 6.2

小計 15.1 15.1 8.9
391 782 2回実施

小計 391 782
数量　計 4 28 15.1 31 8.9 10 782

伐採抜根

施肥
伐採抜根

除草

機械 人力

桃山

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木
形状

C＜60

中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

除草

機械 人力
高木 中低木 高木

樹種 数量

剪定

h≧300
h＜100 100≦h＜200C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

施肥

h≧200

ポンプ場 種別

h≧300
h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

剪定

久世

C=60-100 C＜60
h≧300

h＜100

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100

防除

h≧300
h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

防除

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

中低木 高木 中低木



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｹﾔｷ 4 4
ｸｽﾉｷ 3 3
ｱﾗｶｼ 1 1
ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ 1 1

小計 9 9
ｱﾗｶｼ 1 1
ｼﾗｶｼ 1 1

小計 2 2
ﾓｯｺｸ 2 2

小計 2 2
ﾂﾊﾞｷ 2 2 2 2
ｻｻﾞﾝｶ 6 6 6 6

小計 8 8 8 8

小計
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 5.45 10.9 2回実施

小計 5.45 10.9
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 6.4 6.4
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 22.2 22.2 22.2

小計 28.6 28.6 22.2
312 936 3回実施

小計 312 936
数量　計 2 9 8 2 10.9 28.6 8 22.2 8 936

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
ﾕｽﾞﾘﾊ 1 1

小計 1 1
ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 20 20
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 2 2
ｷｮｳﾁｸﾄｳ 1 2 2回実施

小計 23 24
ｷｮｳﾁｸﾄｳ 11 22 2回実施

小計 11 22

小計

小計
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 25.6 25.6 25.6
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 18.8 18.8
ﾊｸﾁｮｳｹﾞ 12.8 12.8 12.8
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 0.42 0.4 0.4

小計 57.62 57.6 38.8
849 2547 3回実施

小計 849 2547
数量　計 1 22 24 57.6 38.8 2547

h＜100

施肥
伐採抜根

施肥
伐採抜根

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

除草

機械 人力

羽束師

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

h≧300
h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除 除草

機械 人力
中低木

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

向島

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木

高木 中低木 高木
ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

中低木 高木 中低木
芝刈

高木

防除



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
ｸｽﾉｷ 4 4
ﾓｯｺｸ 3 3
ﾊﾅﾐｽﾞｷ 5 5 5

小計 12 12 5
ﾔﾏﾎﾞｳｼ 2 2 2

ｻｻﾞﾝｶ 1 1 1
小計 3 3 3

ｷﾝﾓｸｾｲ 5 5 5

小計 5 5 5

小計

小計
ｱﾍﾞﾘｱ 6.74 6.7
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 5.04 5.0 5.0

小計 11.78 11.7 5.0
570 1710 3回実施

樋門廻り 157 157 １回実施
小計 727 1867

数量　計 12 5 3 11.7 5 5 3 5.0 1867

施肥
伐採抜根

h≧300

除草

機械

生垣

寄植

除草

中低木

C＜60 h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

h＜100C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

防除

人力

和泉

高木

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

中低木 高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

高木 中低木 高木
ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｸｽﾉｷ 5 5
ｼﾗｶｼ 17 17

小計 22 22
ｼﾗｶｼ 70 70

小計 70 70

小計
ﾂﾊﾞｷ 3 3 3 3

小計 3 3 3 3

小計

小計

ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 34.2 34.2 34.2

小計 34.2 34.2 34.2
1005 3015 3回実施

樋門廻り 481 481 １回実施
小計 1486 3496

数量　計 70 22 3 34.2 3 34.2 3 3496

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 3 3

小計 3 3
ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 6 6
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 3 3

小計 9 9

小計

小計

小計
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 26 26 26.0
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 3.6 3.6
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ 0.4 0.4 0.4
ﾂｹﾞ 2.2 2.2

小計 32.2 32.2 26.4
230 460 2回実施

小計 230 460
数量　計 3 9 32.2 26.4 460

高木 中低木

施肥
伐採抜根

施肥
伐採抜根

除草

機械 人力

除草

機械 人力

淀

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

桂

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木 中低木 高木

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

h＜100



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計

小計
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ 2 2 2

小計 2 2 2
ｱﾍﾞﾘｱ 3 3 3

ｶﾅﾒﾓﾁ 5 5
ｷｮｳﾁｸﾄｳ 7 7

小計 15 15 3
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 2 2 2

小計 2 2 2

小計

小計

小計
数量　計 2 15 2 2 3 2

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

ｱﾗｶｼ 3 3

小計 3 3

小計
ｻｻﾞﾝｶ 3 3 3 3
ﾓﾐｼﾞ 1 1

小計 4 4 3 3
ｻｻﾞﾝｶ 2 2 2 2

小計 2 2 2 2

小計

小計
ﾋﾍﾟﾘｶﾑ 15.0 15.0 15.0
ｸﾁﾅｼ 2.72 2.7 2.7

小計 17.72 17.7 17.7
73 146 2回実施

小計 73 146
数量　計 3 2 4 17.7 2 3 17.7 2 3 146

C＜60

伐採抜根

除草

機械 人力

除草

機械 人力

七瀬川

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

h≧300
h＜100

施肥
伐採抜根

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量 芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

有栖川

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木 中低木 高木
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

高木 中低木

100≦h＜200 h≧200 C=60-100

施肥
高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

h＜100
h≧300

h＜100

中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

剪定 防除



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
ﾊﾅﾐｽﾞｷ 1 1 1 1

小計 1 1 1 1
ﾓｯｺｸ 1 1

小計 1 1

小計

小計

小計
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 8.1 8.1 8.1
ﾋﾍﾟﾘｶﾑ 6.2 6.2 6.2

小計 14.3 14.3 14.3

小計
数量　計 1 1 14.3 1 14.3 1

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計

小計

小計
ｻｻﾞﾝｶ 52 52 52 52

小計 52 52 52 52
ｻｻﾞﾝｶ 2 2 2 2

小計 2 2 2 2

小計

小計
65 130 2回実施

小計 65 130
数量　計 2 52 2 52 2 52 130

C=60-100

伐採抜根

h＜100 100≦h＜200 h≧200

高木 中低木
除草

機械 人力

除草

機械 人力

C＜60
h≧300

h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

桃山南

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

施肥

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

加賀屋
敷

高木

C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

高木 中低木 高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

h≧300
h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

h≧300
h＜100

施肥
伐採抜根



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計
307 614 2回実施

小計 307 614
数量　計 614

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計
越境樹木 6 6

小計 6 6
越境樹木 9 9

小計 9 9

小計

小計

小計

小計
189 378 2回実施

樋門廻り 18 36 2回実施
小計 207 414

数量　計 6 9 414

施肥
伐採抜根

施肥
伐採抜根

h≧300
h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

C＜60

芝刈

除草

機械 人力

除草

機械 人力

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

芝刈
100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

高木 中低木 高木 中低木 高木 中低木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100
h≧300

h＜100

数量

剪定 防除

100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

中低木

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量

剪定 防除

高木 中低木高木 中低木 高木

C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200

除草

h≧300
h＜100

ポンプ場 種別 形状 樹種

江川

川田川

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

生垣

寄植

ｈ＜100

高木
C≧60

C＜60

除草



生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計
25 50 2回実施

小計 25 50
数量　計 50

生垣 寄植 生垣 寄植 生垣 寄植 芝

C＜60 C=60-120 C＜60 C=60-120

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計
26 52 2回実施

小計 26 52
数量　計 52

174 112 8 213 169 1087.5 2162.6 22 38 6 134 30 169.5 1300.1 7 38 4 82 9 272.7 32,429 52

100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

高木
施肥

伐採抜根

中低木

C＜60 C≧60 h＜100 h＜100 100≦h＜200 h≧200

h≧300
h＜100

ポンプ場

数量　合計

ポンプ場 種別 形状 樹種 数量
高木 中低木 高木 中低木

100≦h＜200 h≧200

高木

除草

機械 人力
高木 中低木

防除

十九軒

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

中低木 高木 中低木
h≧300

h＜100 100≦h＜200C＜60 C≧60 h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60

種別 形状 樹種 数量

剪定

h≧200

芝刈

除草

機械 人力

伏見幹
線

高木
C≧60

C＜60

中低木

ｈ≧200

100≦h＜200

ｈ＜100

生垣

寄植

除草

剪定 防除

芝刈
h≧300

h＜100 100≦h＜200 h≧200 C=60-100 C＜60
h≧300

施肥
伐採抜根

C=60-100 C＜60


